
平成１４年３月１１日 

会員 各位 

つつじが丘統一自治会 

会長  

 

第２７回 つつじが丘統一自治会定時総会開催のご案内 

 
 桜便りが待ち遠しい今日この頃、会員各位におかれましては、益々ご健勝の事と心から

お喜び申し上げます。 

 さて、第２７回つつじが丘自治会定時総会を下記要領にて開催いたしますので、ご多忙

のこととは存じますが、万障お繰り合わせの上、多数ご出席賜りますようご案内いたしま

す。 

 

記 

１．開催日時   平成１４年４月７日（日） 午前９時３０分～１２時 

 

２．開催場所   つつじが丘ふれあいセンター 

 

３．議  題   議案第１号 平成１３年度会務報告並びに決算報告の件 

 

         議案第２号 規約改正の件 

 

         議案第３号 平成１４年度活動方針（案）の件 

 

         議案第４号 平成１４年度予算（案）の件 

 

         議案第５号 平成１４年度役員改選の件 

         

         その他 

 

 

＊ 会場準備の都合上、総会への出欠を別添用紙にて平成１４年３月２１日までに、各班

班長宛てご提出ください。なお、欠席の場合は、委任状も併せてご提出ください。 

＊ 今年度は、規約改正があり、審議時間が長引くことが予測されますので、総会資料添

付の規約改正案の全文をご一読の上、ご意見をもってご出席ください。なお、改正部

分、新設部分は、太字、アンダーラインで明示してあります。 



平成１３年度 つつじが丘統一自治会会務報告 

 

【総   括】 

 

 ２１世紀の幕開けと共に、希望に満ちた新世紀を迎えられることが期待されましたが、

アメリカにおける同時多発テロをはじめ、狂牛病、未曾有の失業率、金融危機等々、政治･

経済何をとっても明るい話題の無い１年間でありました。 

 つつじが丘自治会も発足以来４半世紀が過ぎ、会員（世帯数）の増加はもとより、その

年齢構成も大きく変化し、ご多分にもれず少子高齢化の傾向が顕著になってまいりました。

つつじが丘自治会が抱える問題点もそれに伴い、自ずと質的な変化をしてまいりました。

平成１３年度の定時総会において、これらの問題点を総括し、つつじが丘自治会の抱える

緊急課題として「少子高齢化に対応する組織のあり方。」をテーマとして、組織等諮問委員

会の設置が承認され、今年度４月から１０月の６ヶ月間をかけ一般公募による諮問委員各

位により「組織等諮問委員会答申書」を取りまとめていただきました。 

それと並行し、今年度は、諸行事のあり方に関し問題提起し、そのあり方を実験的に試

行してまいりました。 

一方で福祉のあるべき方向性を模索するべく、昨年発足した「ボランタリーハウスいこ

いのつつじ」のカリキュラムの充実、近隣ケアーグループと自治会の協調関係の基本的な

位置付けのため、近隣ケアーグループの皆さんに自治会規約で規定する「認可団体」への

登録をお願い致しました。 

また、昨今のつつじが丘周辺の急激な環境変化に対応する総合的な環境保全のため、行

政に対し積極的に働きかけ、道路整備・自然保護に関する要請を行ってまいりました。 

入居戸数も１，０００戸を越え、つつじが丘も完成された町となり、一見何の問題点も

無いかのごとく見えますが、まだまだ多くの潜在的な問題点があります。会員各位の更な

る自治会活動へのご理解とご協力をお願いし、以下各項目に亘り会務報告を致します。 

 

１．「組織等諮問委員会答申書」の骨子 

① 諸行事の存否について 

自治会主催行事について        まちづくり協議会主催行事について 

＊ 団地内清掃   存続       ＊ 新春の集い    存続 

＊ 防災訓練             ＊ 市民清掃     存続 

＊ 盆踊り     存続       ＊ 夏まつり     条件付存続 

＊ 市民文化展   廃止       ＊ 市民運動会    現行スタイル 

                              では廃止 
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② 専門委員会について 

現行の防災・環境・文体・福祉の４専門委員会のうち、福祉委員会についてのみを残

し、他の３専門部は廃止し組織変更する。 

③ 単位自治会（各町内を指す）の役員・委員体制 

自治会長１名、副会長２名、福祉委員１名の４名体制（現行６名）とする。ただし、

統一自治会長を出す単位自治会は、自治会長代行を１名加える。 

④ 行政関連組織の役職の扱い 

＊ 社会福祉協議会八木山支部長、体育振興会支部長・・・・・統一自治会長が兼務 

＊ 社会福祉協議会、体育振興会、青少年育成の各推進委員（指導員）・・・・各単

位自治会副会長が各々兼務 

⑤ 会計問題 

＊ 単位自治会への「助成金」は、目的意識を明確にするため「運営費」と改める。 

＊ 自治会基金のペイオフ危険回避の扱い 

平成１４年４月１日から実施される、預金保険機構のペイオフ対応として、現在

中央三井に預託している元本２，４００万円を２ないし３分割（１口座１，００

０万円規模）し危険回避を図る。 

＊ 災害危険準備金の扱い 

一定の役割を終了したと思われるので、その扱いについて検討する。 

⑥ 公的施設の管理運営 

ふれあいセンターの維持管理費が自治会経費の約１０％を占め、自治会経費を圧迫

している現状を踏まえ、福祉関連団体への「無料開放」は慎重に見直す。 

 

 以上が「組織等諮問委員会」の答申の骨子となります。なお、役員体制の提言に関連し、

自治会規約の改正案をはじめとして、規約変更に伴う諸規定の改定案も付帯資料として答

申いただきました。当該答申書は１３年度の役員会で承認され、答申書に沿って平成１４

年度の活動方針案として提案し、本定時総会においてご審議いただくことになります。 

 

２．専門委員会の活動に関して 
① 環境政策について 

＊ 定例の公園清掃、団地内清掃は各単位自治会の活動として定着し会員の積極的な

参加のもと整然と実施された。今年度は団地内清掃で問題となっていた法面の草

刈について高齢化が進行してきて作業に危険性が伴うことを考慮し行政に要請

し、市が実施するよう要望し８丁目の法面、３丁目の法面については成果があっ

た。７丁目の法面については同様の要請を出し、来年度以降の実行が期待される。 

＊ 市民清掃は、まちづくり協議会の行事として松が丘と共有する公有地を共同で実

施し一定の成果を上げた。 
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＊ 毎年総会の席上でも問題にされる「犬の糞」の処理については、自治会としては

その取締り等には一定の限界がある為、折りに触れ会員の「モラル向上」を訴え

てきたが成果は芳しくなく、現状打破にはならなかった。引き続き「会員のモラ

ル」に訴え環境美化に努めたい。会員各位の自覚に期待する。 

＊ 空地の草刈についても、例年どおり実施した。９０％以上の入居が完了し空地も

少なくなってきているが、不在地主の協力の得られない区画もあり、その部分に

ついては、単位自治会のボランティアの協力で実施した。また、行政にも要請し

不在地主への説得を並行して行った。 

＊ 公園用地の一部をパブリックスペースとして利用し、ゴミステーションを造るこ

とが可能になったが、費用負担が自治会となるため今年度は実施できなかった。

会員の要望が強ければ、来年度以降の検討課題としたい。 

＊ その他、各単位自治会の協力を得て公園の立ち枯れ樹木の伐採、遊具の整備等を

実施すると共に、一部ボランティアの協力の下花壇整備を実施した。 

② 防災政策について 

＊ 交通安全対策について 

  ❶ 昨年度の総会において提案された「８丁目の南を東西に横切る道路と八木

山通の交差点への一旦停止標識の設置要望」につき、当局へ要請を出したが、

危険度の優先順位から一旦停止の交通標識は設置されなかった。それを受け、

市へ道路標示、カーブミラーの設置を要請し設置され一定の成果があった。 

  ❷ 同じく総会席上で提案された「違法駐車の排除」については、自治会とし

ては、取締り等の強権は無いため、これも「会員のモラル」に訴えるほか方

法が無く、駐車実態の定期的な調査を実施しその実態を数値化し各班回覧で

訴え会員の自覚を促したが、その実態は一進一退で根本的な解決はできなか

った。そんな折、当局から申し出があり、つつじが丘地域で、他の団地との

公平性のため夜間駐車の取締りを実施することとなったが、重大事件が重な

り人員不足のため現在のところ実施にいたっていない。 

    ただ、自治会としては公権力にゆだね取り締まりを実施することは簡単で

あるが、その時だけ問題解決するが根本的な解決にはならないことから。引

き続き「会員のモラル向上」を訴えてゆきたい。 

  ❸周辺道路の交通渋滞及び安全対策について 

イ．国道２１号から鵜沼宿駅間の降雨時の車両による水はねについては、通

勤通学路として多くの会員が利用し被害にあっているため、会員の要請に

沿って西町自治会と連名で市に改修要請書を提出した。 

ロ．旧２１号から大安寺に至る東海自然歩道は、車道と歩道の区別が無く道

路幅も狭いため、歩行者にとっては真に危険である。特にハロー、ビッグ

ワンが移転してからこの道路の利用が多くなり潜在的な事故発生の危険性
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が高まっている。この道路に関しては、西町自治会も通過交通の増加の被

害を受けているため、「歩道の敷設と道路の拡幅」を連名で市に要請書を提

出した。 

ハ．旧国道２１号、２１号バイパス間（ハッピー東側道路）の交通渋滞が激

しく、生活道路として利用するつつじが丘住民には重大問題である。この

ことに関しては、市長と語る会に「右折車線の敷設と歩道の完備及び交通

規制の実施」を提案し、幸いにも提案が採用され近い将来実現の可能性が

ある。 

＊ 街路灯の維持管理について 

   防犯上の観点からこれの維持管理については今年度も定期的に実施した。た

だ既設の器具が老朽化し取り替え個所が多くなり、電気料金より器具の取り替

え蛍光管の交換費用が多くなり、自治会財政の約１０％を占めるに至り、今後

の状況によっては自治会財政を圧迫する要素となる危険性がある。この点につ

き来年度以降の課題として適正設置規模の再検討等が必要になる。 

＊ 防災訓練について 

   今年度も春秋の２回計画通り実施された。残念ながら一般会員の関心が薄く

新役員、班長中心の活動となった。東海地震、南海地震の発生の可能性が新聞

報道等で指摘され、いざと言うときには重要な訓練と思われます。防災訓練の

中心となる現行防護団組織が実態と乖離し機能していないことも、その一因と

思われるため、来年度以降防護団組織の改変が必要である。 

   また、防災訓練と関連し、高齢化が進行し各家庭においての緊急事態に備え

「救命救急講習」の必要性が高まってきました。今年度も講習を実施いたしま

したが、来年度以降は会員動向を調査し、講習回数を増やす等の施策が望まれ

ます。 

③ 文化体育政策について 

 今年度は、行事のあり方の見直しを重要テーマとして以下取り組みました。 

＊ 盆踊りについては、役員の負担軽減を図るため班長会議を通し会員の意見を反映

させる中で、従来の２日間の実施を１日に短縮し実施した。会員の感想もおおむ

ね好意的な意見が多く一定の成果を上げられたのではないかと思われます。来年

度の課題として３０年近くが経過し、つつじが丘が実家となり盆に帰省する子供、

孫が参加でき名実ともに故郷の行事として定着するよう日程変更（旧盆前後）の

検討をする時機に差し掛かっていることを示唆し、来年度の課題としたい。 

＊ 市民文化展については、今年度は各種同好会が主催者となり自治会が後援すると

いう形式の開催を試みたが、各種同好会の独自活動が定着し、各々独自の発表会

や展示会を開催しているため市民展への出品そのものにあまり意味がなくなっ

ていることと、ふれあいセンターが展示場としてあまり相応しい会場ではないと
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の指摘があり、従来どおりの開催となった。諮問委員会の答申書は市民展は所期

の目的を達成し、各種同好会が独立して活動していることも考慮し廃止の方向性

を示唆しているため、その趣旨に沿って廃止してもいいのではないか。 

＊ 市民運動会については、「役員と小学生の運動会」といわれて久しいが、まちづ

くり協議会の３大行事の１つとして定着し今日に至っている。年々小学生の数も

減少し、平成１３年度の小学生の数は２８５名となり一時期の半分以下となり、

来年度はさらに減少し２７０名となります。小学生の減少と共に一般参加者が減

少し、運動会によって地域住民の交流を図るといった初期の目的は空文化してい

るやに思われます。今年度は、実施内容の検討をまちづくり協議会のなかで行い

ましたが、松が丘との意見調整もあり、半日実施という妥協案で実施することに

なりました。来年度は、諮問委員会の答申書の提言に従いそのあり方について根

本的に検討し改廃を検討することとします。 

＊ 今年度は、認可団体主催の行事開催について新しい試みをし、その一つとして女

性会主催の行事を通し実施しました。「ちょっと素適な立ち居振舞い」、「音楽と

ワインの夕べ」の２行事を女性会独自で企画し、多くの一般会員の参加を募り、

つつじが丘の文化行事として位置付け自治会が後援する形式で実施していただ

きました。「音楽とワインの夕べ」には、有料にもかかわらず、８０名あまりの

一般会員が参加され、一定の成果があがったものと思います。つつじが丘には多

くの同好会がありそれぞれの活躍をされておりますが、文化体育の行事について

はこのような同好会の協力を得つつ実施する方向が来年度以降期待されます。 

④ 福祉政策について 

   少子高齢化現象の進行に伴い、福祉政策はつつじが丘自治会の緊急かつ重要な政

策であることは申すまでもありません。福祉は行政の専権事項で自治会活動とはな

じまない等の意見も聞かれますが、近い将来（此処５年くらいで）つつじが丘も高

齢化率が２０％を越えることが予測されそのまま放置することはできません。 

   今年度は、上記の実情を踏まえ下記事項を中心テーマとして活動いたしました。 

＊ 「ボランタリーハウスいこいのつつじ」については、昨年の活動実績をより確実

な活動として定着させるため、カリキュラム内容の充実、ボランティアの確保と

定着化を目標として活動いたしました。現在いこいのつつじ登録会員５６名、ボ

ランティア３７名という人数で毎週金曜日に月４回食事の提供と各種講座を組

み合わせ運営されております。今後高齢化の進行と共に登録者の数も増加するこ

とが予測されるため、より強固な組織として育てる必要があります。その一環と

して、今年度は定時総会でも提案された、「いこいのつつじのＮＰＯ化」につい

ての勉強を始めました。今年度は、ＮＰＯとはどんな組織か、どんな運営がされ

るのか等の基本的な勉強で終わり、具体的な提案をするまでに至りませんでした。

来年度以降は、引き続きこのテーマに取り組み、先進地の情報を収集し、「具体
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的な組織をイメージ」できるようさらに論議を深める必要があります。 

＊ 近隣ケアーグループの認可団体登録については、各単位自治会での実態把握と、

地域におけるより密接なコミュニケーションの必要性から、各単位自治会のグル

ープ代表者と懇談する中でご協力を仰ぐことになりました。近隣ケアーグループ

がつつじが丘においてより明確な市民権を持ってご活躍いただけるものと期待

いたしております。 

⑤ その他 

＊ ふれあいセンター維持管理について 

イ. 管理体制の強化 

   ふれあいセンターの鍵の管理がずさんで、合鍵などを勝手に作製し使用

している事実があったため、全て回収し管理人の管理する鍵１本で管理す

るよう改善した。 

ロ. ピアノの設置 

   福祉と文化の殿堂に相応しい備品としてピアノが欲しいとの要望があり、

広く会員からの寄贈を募り、その結果ピアノを設置することができた。 

ハ. 設備の安全対策 

   ふれあいセンターの玄関の階段段差が認識しづらく、階段の段差に躓き

転倒される高齢者が多かったため、段差が認識しやすいよう改善した。ま

た、玄関の上がり框が人造大理石で雨の時など滑りやすく転倒者がいたた

め、滑り止めをつけた。 

ニ. 防火対策 

   和室東側に新たに避難路を設置し、標識を設け緊急事態に対応できるよ

う改善した。また、消火器の設置位置の表示がみにくかったため、表示位

置を改善した。 

 

上記のような改善策を講じたが、今後利用頻度が高まれば派生して諸種の問

題が出て来ることが予測される。建設後１０年余が経過し、施設本体、什器備

品類の老朽化も進み、更新、修理等の諸費用の高騰が予測される。そればかり

か冷暖房設備を中心とした光熱費の高騰等も予測されるため、利用団体の使用

料の適否を含め時間あたりの諸経費等の見直しを行い、適切な利用者負担を来

年度以降の検討課題とすることを示唆しておきたい。 









つつじが丘統一自治会規約改正（案） 

 

 現行規約が施行されてから四半世紀が経過し、その間入居戸数の増加、会員年齢構成、

家族構成等自治会を取り巻く環境が大きく変化してまいりました。そして、向こう５年間

程で当自治会の高齢化率も２０％を超えることが予測され、一方で少子化傾向も進行し、

八木山小学校の児童数も来年度は２７０名となり一時期の半数以下となろうとしておりま

す。このような環境変化の中、我々の「憲法」である自治会規約が旧態依然のままで今日

に至っております。 

 平成１３年度自治会総会において、この環境変化に対応すべく「組織等諮問委員会」の

設置が承認され、自治会より以下の事項につき諮問委員会に答申いたしました. 

 

１．入居戸数の増加、会員の年齢構成、家族構成等の変化に対応できる自治会活動の全

般的な見直し。 

２．現行規約、行事、組織等にとらわれることなく、少子高齢化に対応可能な自治会の

ありかた。 

３．各単位自治会（各町内）の自主性を生かす“連邦組織”の可能性。 

４．少人数役員体制での効率的な組織形態。 

５．主催行事（まちづくり協議会主催を含む）の見直し。 

６．地域諸団体と自治会の関連性を明確にする組織。 

 

上記項目を踏まえ、自治会規約改正案の答申をいただき、役員会で審議決定し「つつ 

じが丘統一自治会規約の改正」を提案いたします。なお、改正の骨子は下記となります。 

 

（１） 自治会の構成（規約第３条にて規定） 

① 単位自治会（町内ごとの自治会）の定義を明確化し、規約上明文化した。これによ

り、単位自治会の位置付と性格を定義し、単位自治会の自主性を保証することとし

た。 

② 単位自治会の「連合組織」が統一自治会であることを明文化した。これにより、単

位自治会と統一自治会の関連を定義した。 

（２） 会員の定義（規約第５条第３項にて規定） 

家族構成の変化に伴い、２世帯住宅または２世帯同居等が多くなったため、会員

の定義を明確に規定し、明文化した。 

（３） 地域諸団体との関連（規約第６条第５項にて規定） 

行政関連の諸団体等（社会福祉協議会、青少年育成会議、体育振興会、近隣ケア

ーグループ、民生委員等）と自治会の関連性を明確にし、明文化した。 
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（４） 専門委員会の一部廃止に伴う手当て（規約第７条第３項、第４項に規定） 

今回の規約改正の重要な変更部分であります。高齢化に伴い物理的に役員の受任

が不可能であることと、役員の積極的な受任者が少なく、毎年度役員の選出には相

当のエネルギーを費やすことなり、時には選定過程で会員間の軋轢が散見される。 

また、各専門部の役割も、長年のノウハウが蓄積され事業がマニュアル化されて

いることを考慮し、自治会事務局の機能を見直し効率的な運営を目指し、各単位自

治会の役員体制を６名から４名に削減したための条文変更。 

（５） 不在地主の義務（規約第９条第４項に規定） 

不在地主の義務規定は無かったが、空地はさることながら、昨今は空家も目立つ

ようになり、その管理は防災上も重要と思われるため新たに義務規定を新設した。 

（６） 積立金の元本処分（第１０条第６項で規定） 

平成１３年度総会において各種積立金の元本処分について解釈の相違から会議が

紛糾した経緯があったため、その元本処分について明確にし、明文化した。積立金

の額も年々高額化し、その処分規定を明確化しておいたほうが安全と思われる. 

（７） 機関役員・委員（規約第１７条第２項、第３項、に規定） 

上記（４）の機構改定に伴う条文変更 

（８） 職務規定の変更（規約第１８条第５項、第６項に規定） 

（４）の機構改革に伴う条文変更。 

（９） 役員の任期（規約第２０条第１項で規定） 

現行規約では、役員の留任に関する期間規定が無かったが、役員が長期留任する

ことで自治会活動の停滞を招く恐れのあることから、新たに規定を新設した。 

（１０）役員会の構成（規約第２３条で規定） 

    役員会が広く会員の意見を聴取し、民主的な自治会運営を目指すため従来も非公

式には行われていたが、その位置付を明確にし、明文化した。 

（１１）地域諸団体との関係（規約第２７条第１項第３号、第２項第２号、第３号で規定） 

    上記（３）の地域諸団体との関連性を事務局機能として規定し、協調、協力関係

を相互に保証することとした。 

（１２）班代表者の機能（規約第３１条第２項で規定） 

    役員数の削減（３０％のリストラ）により、班長の役割も重要になるため、一部

文言の追加をし、機能の充実を図った。 

（１３）自治会費の徴収基準（規約第３６条第１項、第２項で規定） 

    会員の定義規定に即し、条文を改定すると共に、会費の徴集基準を明確にし、明

文化した。 

（１４）単位自治会の会計（規約第３８条、第３９条、第４０条で規定） 

    現行規約では、全く規定されておらず新たに定義する必要性があったため、単位

自治会の会計を定義し明文化した。 
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（１５）弔慰金規定の明確化（規約第４１条第１項で規定） 

    弔慰金については、単位自治会に助成金が支給されるようになってから、単位自

治会、統一自治会がそれぞれ支給していたが、昨今高齢化が進み支給総額が増加傾

向にある為、単位自治会からの支給を廃止し統一自治会からに一本化する規定を設

けた。 

（１６）ふれあいセンターの管理運営（規約第４３条で規定） 

    ふれあいセンターに関しては、管理運営委員会の規定を自治会規約に反映させた。 

（１７）各種団体（規約第４４条、第４５条で規定） 

    現行規約には、認可団体の規定が無かった。今回の規約改正の重要ポイントとし

て各種団体との関連を明確化する狙いがあったため、新たに認可団体の定義、関連

性を明確にし、明文化した。 

 

 以上が今回の規約改正の重要骨子であります。現行規約の文章の文言訂正等を含め規 

約改正を提案いたしますが、時間的な制約もあるため、今回は重要骨子を説明することで

提案に変えたいと思います。 























平成１４年度 つつじが丘統一自治会活動方針（案） 

 

 平成１３年度会務報告で報告いたしました「組織等諮問委員会答申書」にそって、下記

により、「平成１４年度つつじが丘統一自治会活動方針」及び「予算」の提案を致します。 

 

１．福祉政策について 

① ボランタリーハウス「いこいのつつじ」について 

＊ 自治会の福祉政策の主要な施策として位置付け、サービス内容、カリキュラ

ムの充実を図ります。 

＊ NPO 化の可能性の検討を継続して行います。 

② キッヅ・タイムの創設 

   現在、高齢者には「シルバー･タイム」と称し、毎週火、木曜日にふれあいセン

ターが無料開放されている。福祉政策では行政においてもそうであるように、高

齢化にはスポットが当っているが、少子化には残念ながらスポットが当っていな

い。少子化に対応しなければ、社会システム（厚生年金制度、医療制度等）の崩

壊に繋がることは明白であることに鑑み、自治会として今できる施策として「学

齢期以下の乳幼児とその親」を対象に、週１日ふれあいセンターの無料開放をし、

母子が交流することにより育児、小児医療等の情報交換等をする中で健全な子育

てが支援できるような体制作りをします。 

③ 車椅子の配置 

   病院への通院等高齢者の外出の際、車椅子の必要性の声がそこここで聞こえる

ようになってきた。現在では、自費購入するか、必要な都度、社会福祉協議会の

貸出制度を利用されているようであるが、その都度一定の手続きと社会福祉協議

会の事務所まで借りに行かなければならない。今後その使用頻度が多くなること

を想定し、自治会の備品として車椅子を常備します。 

④ 近隣ケアー･グループ 

   自治会認可団体として明確な位置付けをし、実態に即し適時助言助成します。 

２．環境政策について 

① 「犬の糞」に代表される環境対策については、会員のモラル向上を図るため定期

的に回覧、広報を通じ徹底を図ります。 

② つつじが丘地域内にとどまらず、周辺環境（自然破壊、不法投棄等）に関しても常

に注意を払い行政とも連携し環境整備に努めます。 

③ 団地内清掃、市民清掃、空地草刈を継続的に実施し、住環境保全を図ります。 

④ 公園パブリックスペースへのゴミステーション設置の可能性について検討します。 
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３．防災政策について 

① 違法駐車の排除 

   自治会には「取り締まり」と言う強権が法律上行使できないため、「違法駐車の

法的な意味」、「緊急時の危険性」等をシリーズとして配布、回覧し会員モラルの

啓発を図ります。 

② 防犯灯の維持管理 

   維持管理費用の膨張から、自治会会計を圧迫している現状をこのまま放置し新

設を続ければ経費負担が増加するため、適切な設置基準の見直しをします。 

③ 防護団組織の見直し 

   予測される地震災害等に対応できる組織として、防護団組織の見直しをします。 

④ 交通安全対策 

   迷惑駐車、違法駐車対策を交通安全対策として、①の施策を実施すると共に、

周辺道路の整備に万全の注意を払い適宜行政と連携し解決を図ります。 

４．文化・体育政策について 

  諮問委員会の答申に沿って下記事項の実現を図ります。 

① 市民運動会 

   現行プログラムによる実施内容を廃し、まちづくり協議会の中で各参加団体と

協議し、会員の自由参加を原則する役員負担が軽減される形式での実施を図りま

す。 

② 盆踊り 

   30 年あまりが経過し、わが町つつじが丘も巣立った子供たちの「故郷」として

の意味を持つようになった。故郷作りの行事であった「盆踊り」が、まさに故郷

の行事として定着したのであります。このことを踏まえ、実施時期、実施内容の

再検討を行います。 

③ 市民展 

   初期の目的であった各種団体の育成は達成され、各種団体が独自の活動をし、

独自の展示会をするまでに成長したことを一定評価し廃止します。ただし、今後

については、各同好会等が主催し一般会員の参加を募って行事を開催する場合は、

会場の提供、広報の協力等の形で積極的に助言助成を行ってゆきます。 

５．事務局の強化と効率化 

諮問委員会答申により、専門委員会が廃止され、少人数での組織運営となり事務局

機能の強化と効率化が今年度の主要な目標となる。このことを踏まえ、下記の施策を

実施します。 

① 事務の効率化と書類の電子化 

   事務の効率化のため、ＰＣを 1 台購入しＩＴ時代に対応した体制作りを目指す

と共に、膨大な書類の電子化と書類の規格化と情報の共有化を推進します。将来
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的には、インターネットと接続し、自治会のホームページの作成による広報の効

率化、会員情報の収集等を模索します。 

② 事務局機能の強化 

   専門委員会の廃止によって、環境、防災、文体については事務局の専門部によ

って施策の企画・立案が行われ、事務局員全員が一体となって各行事に取り組む

こととなります。自治会副会長である事務局長を中心として自治会シンクタンク

の役割を担えるよう新体制を機能させます。 

６．会計について 

① 自治会基金の分割預託 

今年 4 月１日に実施されるペイオフに対する危険回避策として、現在 2,400 万円

ある自治会基金を 1,000 万円を目途に１口座とし、２ないしは 3 口座に分割し預託

する。さらに法律的には総有（分割できない。）とされる自治会基金の将来的な処

分についても検討し、来期総会に提案します。（この部分は、２種会員もふくみま

す。） 

② 災害準備金の処分 

   諮問委員会答申書で指摘された「災害準備金」の必要性の検討と元本処分につ

いて検討し来期総会に提案します。なお、災害準備金を含めた各種積立金の合計

金額が１,０００万円を越え、１銀行に集中しているため、当該災害準備金を別の

銀行に預託しペイオフの危険回避をいたします。 

③ ふれあいセンター維持管理費の検討 

   建設以来 10 年余が経過し、一部施設、備品等が老朽化し、更新、補修等が必要

となりそのための経費負担が増加すると共に、利用頻度も多くなったため光熱費

の負担も年々増加傾向にあります。今年度は、時間当りの経費計算を通し使用料

の見直し、無料開放対する費用効果と公平性を検討し、必要に応じ使用料改訂等

の施策を実施します。 

④ 各種団体助成金の適正評価 

   現在支給されている各種団体に対する助成金は、発足当初から漫然と支給され

ており適正な評価がされてこなかった。そのため、少子高齢化等環境変化に対応

するため活動実態に応じた助成金の再評価を実施し、有効な助成金の支給を図り

ます。 

７．その他 

① 坂祝バイパスの建設 

   ハローフーズ西側で現在行われている工事は「国道 21 号坂祝バイパス」の工事

であります。完成予定は、平成 19 年と予定されております。当該工事に関連し、

大安寺の南にある新池の北側に鵜沼北インターチェンジと結ぶアクセス道路の建

設が予定されております。この工事は、30 年以上前から計画されていたものです
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がつい最近その計画が具体化してきたものです。今後、この計画に対する会員各

位の声が反映できるよう積極的に情報公開をすることとします。 

② 八木山散策道の整備計画 

   市の総合計画の一環である「水と緑の回廊計画」に関連し、八木山の登山道の

整備計画が実施されようとしております。平成 12 年度の市長と語る会に、松が丘

自治会から当該計画案が提案され行政側も積極的な姿勢を見せているため、現在

まちづくり協議会の諮問機関を設置し、その対応策を検討しております。行政側

にも地元要望が出るまで計画を実施しないよう申し入れ、諮問事項の答申がまと

まり次第、会員各位の意見を聴取し、行政側に要望を提案することになっており

ます。基本的なスタンスとしては「現状を受け入れ、小規模な散策道整備と案内

標識の整備をするに留め、皆に親しまれる里山作り」を標榜した企画案が主流に

なっております。 
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